
資料３

次期福島県医療計画の
様式・レイアウト等について
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分かりやすい公表・周知の必要性について

• 福島県医療審議会保健医療計画調査部会（令和５年８月１０日）における意見

– 「かかりつけ医や地域包括ケアシステム等、県民にとっては専門的で分かりにくい言葉があるので、計画本文
の記載にあたって留意すべき。」

• 『医療計画作成指針』における記載

– 「医療計画の作成に際して、医療や行政の関係者に加え、患者（家族を含む。）や住民が医療の現状につい
て共通の認識を持ち、課題の解決に向け、一体となって協議・検討を行うことは今後の医療の進展に大きな
意義を有するものである。このため、都道府県は、患者・住民の作業部会等への参加やタウンミーティングの
開催、患者・住民へのヒアリングやアンケート調査、医療計画のパブリックコメントなどにより、患者・住民の意
見を反映させた上で、医療計画の内容について分かりやすく公表し、周知することが必要である。」

– 「医療計画の内容のうち必要な情報については、住民向けの概要版の作成や用語の解説を加える等の工夫
を行い、分かりやすい形で住民に対して情報提供を行うことに努める。その際、限られた医療資源を有効に
使う観点から地域の医療提供体制の課題や見通しなどを示し、住民の理解・協力を得られるよう努めるこ
と。」

• 第七次福島県医療計画の中間見直し時（令和３年度）の意見

– 他の各計画との関係性について記載すべき。

– 分野によって指標にばらつきがあり、統一性がない。
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分かりやすい内容作成について
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【次期医療計画】
〇 文章はできるだけ簡潔に記載することとし、視覚的に分かりやすいよう図表を積極的に使用する。
○ 本文の様式・構成を見直し、読みやすい内容となるよう改正する。
○ 専門的・分かりにくい用語には注釈を付ける等の工夫する。
○ ５疾病・６事業及び在宅医療における各医療機能を担う医療機関一覧はホームページ上に掲載し、アクセスしやすいようにす
るとともに、計画期間中も随時更新を行う。

○ 医療計画内に、その項目に関連した取組事例等を紹介するコラム欄を新たに設け、県民にとって親しみやすいものとなるよう
工夫する。

○ 用語解説は巻末に分かりやすく掲載する。
○ 医療計画と関連計画との関係性については図解して掲載する。

⇒県民や専門外の方にも分かりやすい表現・内容へ

【第七次医療計画】
〇 文章による説明が主体となっている
〇 正確な記載のため、専門用語を使用する場合も多い
○ 用語解説を巻末に記載
○ 他計画との関係性については、整合性を図ることを文章で記載している

○ 医療計画は「県民」を含めた関係者全員が役割をもって推進していく必要がある。
○ そのため、関係者にとって分かりやすい内容となっている必要がある。
○ 次期医療計画策定においては、分かりやすい内容とする観点から工夫を行うこととする。

様式・レイアウトについて①
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○ 分かりやすさの観点を踏まえ、医療計画の様式（本文の体裁）を現行計画のものから刷新する。
○ ５疾病・６事業及び在宅医療において作成するロジックモデルは、統一的な様式を用いる。
○ 各節の最初に内容のポイントを記載し、すぐに概要が分かるようにする。

【第８章の様式・レイアウトのイメージ】
〇 第８章（５疾病・６事業及び在宅医療の体制）の構成及び様式・レイアウト（イメージ）

現状と課題

１ 現状

２ 課題

目指す姿と医療連携体制

１ 目指す姿

２ 必要となる医療機能

３ 医療連携体制

施策の方向性

１ 施策の方向性と展開

２ 関係者・関係機関の役割

評価指標

１ 目指す姿の進捗に関する数値目標

２ 課題に関する取組の進捗に関する数値目標

施策の推進

１ 施策の評価と見直し



様式・レイアウトについて②
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【ロジックモデルとの整合性】
〇 第８章（５疾病・６事業及び在宅医療の体制）
の記載内容は、ロジックモデルの内容と整合性
をとる。

【第12章の様式・レイアウトのイメージ】
〇 第12章（地域編）の様式・レイアウト（イメージ）

コラム（仮称）の作成について

１．コラム（仮称）の作成

県民が親しみやすい計画とするため、計画内に、その項目に関連した取組事例等を紹介するコラム欄を新たに設けては
どうか。県内で具体的に取り組まれている事例や、医療計画の内容の一部について掘り下げた話題などを紹介することに
よって、地域医療に関する理解を促進し、計画の推進につなげていく。

２．掲載する項目の候補案（検討中）

– 関連の深い他計画の概要について

– 関連する調査の結果概要について（県民意識調査 等）

– 各分野における具体的な取組の紹介について（#7119、12誘導心電図伝送システム 等）

– 各分野における市町村等の取組について（地域包括ケアシステムの取組 等）

– 医療に関係する団体の取組について 等
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